
個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 固定資産税・都市計画税業務ファイル 

行政機関等の名称 東久留米市長 

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称 
市民部課税課 

個人情報ファイルの利用目的 固定資産税・都市計画税の課税を行う為に利用する。 

記録項目 

１家屋資産税情報（家屋物件番号、所在地番、登記名義人氏名、

家屋番号、建築年月日、滅失年月日、登記情報（用途・構造・

屋根・階層・床面積・登記年月日・登記事由・登記原因年月日）、

所在地番、現況情報（用途・構造・屋根・階層・床面積・併用

住宅床面積）、経年減点補正率、需給事情補正率、積雪補正率、

寒冷補正率、損耗補正率、損耗補正適用年度、単位当たり再建

築費、再建築費、前回の単位当再建築費、前回の再建築費、一

点単価、評価額、前回の評価額、今回の評価額、）２土地資産

税情報（所在地番、登記名義人氏名、登記情報（地目、地積、

登記年月日、登記事由、登記原因年月日）、現況情報（地目、

地積）各地番号、住宅用地積、住宅用地戸数、小規模住宅用地

地積、一般住宅用地地積、非住宅用地地積、課税地積、非課税

地積、評価額、）３償却資産情報（前年前取得価格、前年中減

少取得価格、前年中取得価格、合計取得価格、評価額、決定価

格）４名寄せ（賦課年度、納期数、固定資産税土地課税標準額、

固定資産税家屋課税標準額、固定資産税償却課税標準、都市計

画税土地課税標準額、都市計画税家屋課税標準額、固定資産税

軽減課税標準額、都市計画税軽減分課税標準額、固定資産税減

免税額、都市計画税減免税額、固定資産税額、都市計画税額、

固定資産税軽減税額、都市計画税軽減税額、納期毎税額、通知

書番号、土地評価額、家屋評価額、償却評価額、納税通知書送

付先住所・氏名、納税義務者住所・氏名） 

記録範囲 市内に固定資産（土地、家屋、償却資産）を所有している者 

記録情報の収集方法 
本人、代理人、親族、法務局、東京都、その他固定資産評価関

係者 

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 東京都、税務署、法務局 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

（名 称）東久留米市市民部課税課 

（所在地）〒203-8555 東京都東久留米市本町三丁目３番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の

規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 
（電算処理ファイル） 

□法第６０条第２項第２号 
（マニュアル処理ファイル） 

政令第２１条第７項に該当す
るファイル □有 ☑無 

 

行政機関等匿名加工情報の提案の募

集をする個人情報ファイルである旨 
非該当 



行政機関等匿名加工情報の提案を受

ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

備   考 

 

作成日（最終修正日）：令和 年 月 日 

  



個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 償却資産申告書ファイル 

行政機関等の名称 東久留米市長 

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称 
市民部課税課 

個人情報ファイルの利用目的 固定資産税における償却資産の課税を行う為に利用する。 

記録項目 

１申告年度、２申告者住所、３申告者氏名、４申告者個人番号

５申告者事業種目、６申告者事業開始年月日、７税理士等の名

前、８前年前取得価格、９前年中減少取得価格、１０前年中取

得価格、１１合計取得価格、１２評価額、１３決定価格、１４

申告資産名称・数量・取得年月・取得価額、１５資産の減少事

由 

記録範囲 償却資産の申告書を提出した者 

記録情報の収集方法 本人、代理人、税理士 

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

（名 称）東久留米市市民部課税課 

（所在地）〒203-8555 東京都東久留米市本町三丁目３番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の

規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 
（電算処理ファイル） 

□法第６０条第２項第２号 
（マニュアル処理ファイル） 

政令第２１条第７項に該当す
るファイル □有 ☑無 

 

行政機関等匿名加工情報の提案の募

集をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受

ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

備   考 

 

作成日（最終修正日）：令和 年 月 日  



 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 宛名ファイル 

行政機関等の名称 東久留米市長 

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称 
企画経営室行政経営課 

個人情報ファイルの利用目的 固定資産税・都市計画税の課税を行う為に利用する。 

記録項目 

自治体ｺｰﾄﾞ、個人番号、履歴番号、ｻﾌﾞ履歴番号、初期登録業

務日時、更新業務日時、更新ｼｽﾃﾑ日時、更新ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ名、更新ﾕ

ｰｻﾞ ID 、有効ﾌﾗｸﾞ、決裁状態、旧自治体ｺｰﾄﾞ、現居住地区ｺｰﾄﾞ  

使用業務ｺｰﾄﾞ、同定ﾌﾗｸﾞ、住民区分、住民区分ｺｰﾄﾞ短名称、住

民区分ｺｰﾄﾞ短名称略称、住民日、住民届出日、住定日、実定日  

個人法人区分、個人法人区分ｺｰﾄﾞ短名称、個人法人区分ｺｰﾄﾞ短

名称略称、法人種別区分、法人種別区分ｺｰﾄﾞ短名称、法人種別

区分ｺｰﾄﾞ短名称略称、共有者ﾌﾗｸﾞ、世帯番号、世帯主氏名ｶﾅ  

世帯主氏名漢字、氏名ｶﾅ、氏名漢字、編集済氏名ｶﾅ、編集済氏

名漢字、旧氏名ｶﾅ、旧氏名漢字、検索用氏名ｶﾅ、検索用氏名漢

字、検索用旧氏名ｶﾅ、検索用旧氏名漢字、国籍ｺｰﾄﾞ、国籍ｺｰﾄﾞ

名称、現住所郵便番号、現住所ｺｰﾄﾞ、現住所県名付加区分、現

住所、現住所地番、現住所方書ｶﾅ、現住所方書漢字、現住所部

屋番号、現住所前漢字地番数値、現住所地番数値 1、現住所地

番数値 2、現住所地番数値 3、現住所後漢字地番数値、現住所

行政区ｺｰﾄﾞ、現住所行政区名称、現住所自治会ｺｰﾄﾞ、現住所自

治会名称、現住所町内会ｺｰﾄﾞ、現住所町内会名称、現住所小学

校区ｺｰﾄﾞ、現住所小学校区名称、現住所中学校区ｺｰﾄﾞ、現住所

中学校区名称、本籍地住所、転出先郵便番号、転出先住所ｺｰﾄﾞ  

転出先住所、転出先地番、転出先方書ｶﾅ、転出先方書漢字、転

出先部屋番号、転出先前漢字地番数値、転出先地番数値 1、転

出先地番数値 2、転出先地番数値 3 、転出先後漢字地番数値、  

転入前住所郵便番号、転入前住所ｺｰﾄﾞ、転入前住所、転入前住

所地番、転入前住所方書ｶﾅ、転入前住所方書漢字、転入前部屋

番号、宛名郵便番号、宛名住所ｺｰﾄﾞ、宛名県名付加区分、宛名

住所、宛名地番、宛名方書ｶﾅ、宛名方書漢字、宛名部屋番号、 

宛名前漢字地番数値、宛名地番数値 1、宛名地番数値 2、宛名

地番数値 3 、宛名後漢字地番数値、宛名行政区ｺｰﾄﾞ、宛名行政

区名称、宛名自治会ｺｰﾄﾞ、宛名自治会名称、宛名町内会ｺｰﾄﾞ、 

宛名町内会名称、宛名小学校区ｺｰﾄﾞ、宛名小学校区名称、宛名

中学校区ｺｰﾄﾞ、宛名中学校区名称、宛名住所変更ﾌﾗｸﾞ、生年月

日、生年月日不詳ﾌﾗｸﾞ、元号ﾌﾗｸﾞ、性別区分、性別区分ｺｰﾄﾞ短

名称、性別区分ｺｰﾄﾞ短名称略称、続柄ｺｰﾄﾞ、続柄名称漢字、外

国人通称氏名ｶﾅ、外国人通称氏名漢字、外国人本名ｶﾅ、外国人

本名、宛名消除区分、消除区分ｺｰﾄﾞ短名称、消除区分ｺｰﾄﾞ短名

称略称、亡者ﾌﾗｸﾞ、宛名異動事由ｺｰﾄﾞ、異動事由ｺｰﾄﾞｺｰﾄﾞ短名

称、異動日、異動届出日、宛名増減事由ｺｰﾄﾞ、増減事由ｺｰﾄﾞｺｰ

ﾄﾞ短名称、増減異動日、記載順位、混合世帯番号、任意世帯番

号、親事業所ｺｰﾄﾞ、特徴指定番号、共有者人数、法人代表者氏

名漢字、登録資格区分、登録資格区分名称、登録資格区分略称  

個人履歴番号、宛名ｿｰﾄｷｰ 



記録範囲 
宛名情報システムの利用課において、住民基本台帳に記載の無

い対象者について記録が必要となった場合 

記録情報の収集方法 東久留米市 

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

（名 称）東久留米市企画経営室行政経営課 

（所在地）〒203-8555 東京都東久留米市本町三丁目３番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の

規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 
（電算処理ファイル） 

□法第６０条第２項第２号 
（マニュアル処理ファイル） 

政令第２１条第７項に該当す
るファイル □有 ☑無 

 

行政機関等匿名加工情報の提案の募

集をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受

ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

備   考 

 

作成日（最終修正日）：令和 年 月 日  



 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 現所有者申告書ファイル 

行政機関等の名称 東久留米市長 

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称 
市民部課税課 

個人情報ファイルの利用目的 固定資産税における償却資産の課税を行う為に利用する。 

記録項目 

１所有者氏名・生年月日・死亡時の住所・死亡年月日２現所有

者氏名・生年月日・住所・連絡先・続柄・相続割合 

記録範囲 現所有者申告書を提出した者 

記録情報の収集方法 本人、相続人、代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

（名 称）東久留米市市民部課税課 

（所在地）〒203-8555 東京都東久留米市本町三丁目３番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の

規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 
（電算処理ファイル） 

□法第６０条第２項第２号 
（マニュアル処理ファイル） 

政令第２１条第７項に該当す
るファイル ☑有 □無 

 

行政機関等匿名加工情報の提案の募

集をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受

ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

備   考 

 

作成日（最終修正日）：令和 年 月 日 


